
2021年4月1日外国人労働者の雇用管理改善について



外国人雇用はルールを守って適正に

外国人が 在留資格の範囲内で能力
を十分に発揮しながら適正に就労でき
るよう、事業主の方が守るべきルール
や配慮していただきたい事項をまとめ
たパンフレットです。

「外国人雇用はルールを守って適正に」

https://www.mhlw.go.jp/content/11655000/001100538.pdf

上記の厚生労働省HPからPDFファイルをダウンロードできます



雇入れ・離職時の届出

「外国人雇用はルールを守って適正に」２ページ

「特別永住者」「外交」「公用」以外の在留資格
言い換えると

ほとんどの在留資格が届出の対象になります。

外国人の雇入れ、離職時にはハローワーク
に届出ていただく必要があります。



「外国人雇用はルールを守って適正に」10ページ

適切な雇用管理

指針の基本的な考え方

労働関係法令及び社会保険関係法令は国
籍にかかわらず適用されることから、事業主は
これらを遵守す必要がある。

外国人労働者が適切な労働条件及び安全衛
生の下、在留資格の範囲内で能力を発揮しつ
つ就労できるよう、この指針で定める事項につ
いて、適切な措置を講ずる必要がある。

11ページから15ページにかけて詳細が記載されています。



外国人労働者を雇用する事業

主の方が、雇用管理上のポイン
トを確認するために作成された
自主点検表です。

※自主点検表なので、官公庁へ
の結果の届出は不要です。

外国人労働者の雇用管理改善等に係る自主点検表（事業主用）

厚生労働省のwebサイトからPDF
ファイルをダウンロードできます。

https://www.mhlw.go.jp/content/001003486.docx



自主点検表の３．外国人労働者の労働条件等について
② 賃金や労働時間等の労働条件について、内容を明らかにした書面等を交付している。

その際、モデル様式の活用及び母国語や平易な日本語等での説明により、外国人労
       働者が理解できるよう努めている。

厚生労働省のwebサイトから
ダウンロードできます。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koy
ou_roudou/koyou/jigyounushi/tagengoyougosyu.html

１ 『外国人社員と働く職場の労務管理に使えるポイント・例文集』
～日本人社員、外国人社員ともに働きやすい職場をつくるために～

概要：雇用管理で実際に想定される場面ごとに、
(1)事業主・人事担当者の方が、外国人社員に説明する前に読ん
で理解しておくとよいポイント

(2)実際に外国人の方にそのまま話したり見せたりして理解してい
ただくことを目指した「やさしい日本語」による説明の例文や図
表を紹介しています。

２ 『雇用管理に役立つ多言語用語集』

概要：人事・労務の場面でよく使用する労働関係、社会保険関係の用語
        約420語について、やさしい日本語のほか９言語（英語、韓国語、 

中国語（簡・繁）、タガログ語、ベトナム語、ネパール語、ポルトガル
        語、スペイン語、インドネシア語、カンボジア語、タイ語、ミャンマー
        語、モンゴル語）により、定義・例文を検索できる用語集。

エクセルファイルのほか、厚生労働省ウェブサイトにより、「カテゴリ
        ーから」又は「五十音順から」検索が可能。

３ 『モデル就業規則やさしい日本語版』



好事例 アクロスロード株式会社 会社概要
・設立：2010 年
・本社所在地：東京都品川区
・事業内容：各種業務システムやアプリケーションの開発、サイト
  運営など
・従業員数：84 名
・外国人従業員数：21 名
・外国人従業員の国籍：中国、韓国、ベトナム、ウクライナ、インド、
インドネシア、リトアニア

外国人社員向けに、就業規則から特に大切な

部分を抜粋し、やさしい日本語で会社のルール
ブックを作成。日本語特有のあいまいな表現を
省いたことで、複雑な内容を簡潔にまとめた。

採用後に労働者が提出する書類につい
て説明するとき 、日本では採用後の提出

書類について、社員に対して「必要書類
の一覧」を渡し、本人に確認をしてもらう
だけで足りる場合も多いですが、外国人
社員は出身国と雇用慣行や社会制度が
異なることもあり、背景知識がないことか
ら、特に提出理由について、疑問をもつ
ケースも多いと言われています。

このため、各書類をどこで取得すればよ
いかについての説明（取得方法）や、なぜ
その書類を提出する必要があるのか（提
出理由）について説明することが望ましい
です。

例 表を活用する場合

引用： 『外国人社員と働く職場の労務管理に使えるポイント・例文集』75ﾍﾟｰｼﾞ



自主点検表の４．外国人労働者の安全衛生の確保について
② 職場内にある労働災害防止に関する標識・掲示等について、外国人労働者が理解でき

るよう図解などを用いている。

厚生労働省のwebサイトから
ダウンロードできます。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/
0000186714_00006.html

外国人労働者が機械等による危険を視覚・直感的に理解

できるイラストと、それらと組み合わせる外国語による注意喚
起文を事業場内に掲示するなどによって、外国人労働者の
労働災害防止対策に取り組んでください。
イラスト及び注意喚起文の受け止め方には、個人差等が

あるため、外国人労働者に対して、どのように解釈したかな
どを確認し、適切なイラストや注意喚起文を選択してください。



厚生労働省のwebサイトから
ダウンロードできます。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13668.html



群馬労働局のwebサイトからダウンロードできます

https://jsite.mhlw.go.jp/gunma-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/anzen_eisei/anzen_gaikokujin.html



自主点検表の６．人事管理・生活支援等について
① 社内規定の多言語化など円滑なコミュニケーションの前提となる環境整備に努めている

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/gaikokujin.html

外国人特有の事情に配慮した就労環境の整備を行い、外国人労
働者の職場定着に取り組む事業主に対して、その経費の一部を助
成するものです。

ポイント
・外国人を雇用したことで、すぐに支給されるものではありません。
・最初に「就労環境整備計画」を本社の所在地を管轄する労働局
  へ提出することからスタートです。

お問い合わせ窓口
群馬労働局職業安定部職業対策課

０２７－２１０－５００８
9:30～16:30の時間帯、専門のアドバイザーがご対応します

詳しいパンフレットや記入例が掲載されている
厚生労働省のポータルサイトをご利用ください

人材確保等支援助成金（外国人労働者就労環境整備助成コース）



自主点検表の９．雇用労務責任者の選任について
① 外国人労働者を常時10人以上雇用しているときは、人事課長等を雇用労務責任者に

選任している

https://gaikokujin-roumu.mhlw.go.jp/

・オンライン開催予定日はwebサイトに掲載されていま

す（毎月10回程度）

・事前予約が必要です

※群馬県内で開催される対面での講習は、今年度は

終了しています。

参加予約は専用webサイト
からお申し込みください

「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事
業主が適切に対処するための指針」において、選
任することとされています。
外国人雇用に関するルールや制度、言語・文化
の違いや必要な配慮を理解し、外国人労働者がそ
の能力を十分に発揮して活躍できる就労環境の整
備、適正な雇用管理の取組を進めるために無料の
講習を開催しています。
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